
兵庫国際交流会館施設使用心得 

兵庫国際交流会館 

 兵庫国際交流会館は、大学、短大、専門学校等に在籍する「留学」の在留資格を有する留学生の

ための宿舎です。また、本会館に居住している留学生が快適な生活を過ごせるように、多目的ホー

ル、研修室等の福利厚生施設を併設していますが、会館の各種行事日、留学生の使用日、ボランテ

ィア活動日時施設の使用がない時に限り、一般の方にも利用頂いております。 

 ただし、このような趣旨から、伝言等の受付、コピーサービス、荷物の預かり等のサービスは行

っておらず、又、多目的ホールの冷暖房温度調整、音響機器等の調整は、自ら行って頂くことや、

利用時に留学生への全館アナウンス等を行うこともありますことを、予め承知の上、利用頂くこと

になります。 

 尚、施設使用を希望される場合は、本案内をご覧いただき、注意事項を遵守の上、利用いただき

ますようお願いいたします。 

1 使用申込方法及び受付 

（１）施設使用申請書（所定の様式）を館長に提出して、使用許可を得てください。 

（２）初めて申請される場合は、申込時に団体の組織又は活動内容がわかるパンフレット等を提

出してください。 

（３）受付は、原則として使用予定日の３ヵ月前から３日前までの期間内に会館事務所にて行な

ってください。受付時間は、次の通りです。 

  月曜日～金曜日 午前９時～午後５時まで（正午～午後１時を除く） 

 ※ただし、土曜、日曜日、祝日、年末年始は、受付いたしませんので、ご注意ください。 

2 使用許可書の交付 

 施設使用を許可された団体へは、後日、施設使用許可書を交付しますので、施設使用日まで大

切に保管してください。また、施設を使用する際には、必ず、本許可書を会館事務所に提示して

ください。 

3 記載内容の変更等 

 施設使用申請書の記載内容を変更したい場合は、つぎのとおり手続きしてください。 

（１）代表者の住所・氏名・連絡先を変更又は訂正する場合は、その旨を、速やかに会館事務所

に連絡してください。 

（２）使用目的又は使用日時を変更する場合は、一旦、施設使用許可を取り消しますので、新た

に施設使用申請書を館長に提出してください。 

（３）前項各号以外の記載内容を変更したい場合は、使用予定日の３日前までに会館事務所に連

絡してください。 

4 使用できる施設及び使用料金 

（１） 別紙料金表（別表）を参照してください。 

（２） 施設の使用に当たって、１，０００円以上の入場料その他これに類する料金を徴収する

場合は、施設使用料金の１．５倍とします。 

5 使用できる付帯設備及び使用料金 

別紙料金表（別表）を参照してください。 



6 使用料金の支払い方法等 

（１） 使用料金は、使用予定日の３日前までに指定の口座宛に一括で振り込んでください。（現

金での支払いは出来ません。） 

（２） 使用予定日の３日前までに支払いがないときには、キャンセル扱いとなる場合がありま

すので、ご注意ください。 

7 使用時間 

（別表）の各施設の使用時間は、午前９時から午後１０時までです。 

8 使用条件等 

（１） 施設内にある机、椅子等の配置を変えた場合、使用後は必ず、現状に復してください。 

（２） 壁や柱、扉等への貼り紙は、ご遠慮ください。 

（３） 施設内に設置してある備品の持ち出しは、禁止します。 

（４） 会館の施設・設備を破損、汚損した場合、実費を賠償していただきます。 

（５） 施設内外での盗難防止に努め、貴重品は、自分で管理してください。 

（６） 施設内は、禁煙です。喫煙は、所定の場所でお願いします。 

（７） 大きな声や音を出さないでください。周辺の方が、大変迷惑します。 

（８） 使用後は、必ず、清掃をし、ゴミを全て持ち帰ってください。 

（９） 施設の使用時間は、準備から後片付けまで含まれますので、厳守してください。 

（10） 退室の際は、必ず窓等の鍵をかけて、空調（エアコン）、照明等を消してください。 

（11） 使用後は、会館事務所へ連絡してください。 

（12） 使用許可された施設以外の施設には、絶対に入らないでください。 

（13） 危険物、動物等の持ち込みは、厳禁です。 

（14） 施設の使用目的以外の目的に使用しないでください。 

9 使用料の払い戻し 

別紙料金表（別表）を参照してください。 

10 使用許可の取消又は中止 

つぎの場合は、施設使用許可を取消又は使用を中止させていただきます。 

（１）施設使用申請書に記載されている使用目的以外の目的に使用するとき。 

（２）施設使用申請書の記載事項に虚偽があったとき。 

（３）使用条件などに違反したとき。 

（４）その他、管理運営上、不適当と認めるとき。 

11 使用できない団体・催し物 

つぎの団体及び催し物については、使用することができません。 

（１） 特定の政党又はその他の政治団体及び宗教団体 

（２） 宗教的又は政治的な活動を目的とする催し物 

（３） 法令の規程に違反し又は公序良俗に反するおそれのある催し物 

（４） 専ら営利を目的とする催し物 

（５） 喧騒が予想される催し物、その他管理上支障があると認められる催し物 

（６） その他、本会館の目的に照らして、使用させることが不適当であると認められる催し物 

12 諸注意 

（１） 本使用心得に反するような行為があった場合は、今後、使用許可しません。 

（２） 無断で、本会館宿泊棟、在館生専用の共用施設へは、進入しないでください。 

（３） 在館生を無理に勧誘したり、彼らの迷惑になるような行為は、絶対にしないでください。 

（４） 施設使用責任者は、火災等の緊急時に備えて、予め提示された、非常階段、消火器等の

場所を確認しておいてください。 



（５） 施設内で飲食を行なう場合は、あらかじめ施設使用申請書の備考欄に記載し、館長の許

可を得てください。（原則としてホール以外での飲食は許可しません。） 

（６） 本会館の許可なくして、チラシ、ビラ等を配布することをお断りします 

 

13 その他 

（１） コピー機、公衆電話は、管理棟１階にあります。 

（２） 自販機コーナーは、管理棟１階に設置してあります。 

（３） ＦＡＸサービスは、行なっておりません。 

（４） 食堂、売店はありません。 

（５） 電話の取り次ぎはいたしません。 

（６） 荷物、資料等の一時預かりは行なっておりません。 

 

 

お問合せ先 

 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町 1-2-8 

 兵庫国際交流会館 

 電 話  ０７８－２４２－２５６１ 

 ＦＡＸ  ０７８－２４２－２５６２ 



（別表） 

兵庫国際交流会館施設使用料金表 

１．使用料金一覧 

名  称 １時間あたりの使用料金(税込) 備    考 

多目的ホール ５，１７０円 広さ：357㎡、300人 

研修室１ １，５４０円 広さ：92㎡、  80人 

研修室２・３ ５５０円 広さ：34㎡、  20人 

＊上記料金には消費税が含まれていません。 

２．設備使用料 

名    称 使  用  施  設 １回あたりの使用料金（税込） 

多目的ホール ピアノ ３，１９０円 

研修室１ ビデオプロジェクター等一式 ２，２００円 

研修室２ 移動型プロジェクター等一式 １，１００円 

３．施設・設備使用料の返還 

名    称 取り消しの申し出 支払い金額 

多目的ホール 使用２日前までに申し出た場合 全額返還 

研修室１ 使用１日前までに申し出た場合 半額返還 

研修室２・３ 使用当日 返還なし 

＊ 返還は指定口座への振込にて行います。 

＊ 会館事務所休日は日数のカウントに含めません。（例；月曜日に使用の場合、前の週の木曜日ま

でに申し出た場合にのみ全額返還、金曜日に申し出た場合半額返還。） 

 　　（令和３年３月３1日現在） 


